
大阪市地域活性化事業基金事業検討会議開催要綱 
 
（趣旨） 
第１条 この要綱は、大阪市地域活性化事業基金（ボートピア梅田環境整備協
力費）を活用した北区まちづくり事業補助金交付要綱（以下「交付要綱」と
いう。）第３条第１項及び第２３条の規定に基づき、大阪市地域活性化事業基
金事業検討会議（以下「検討会議」という。）の開催に必要な事項を定めるも
のとする。 

 
（目的） 
第２条 検討会議は、地域住民団体が実施しようとする交付要綱第３条第１項
各号の事業について、同項の規定に基づく同意をするか判断するために開催
する。 

 
（委員の構成） 
第３条 検討会議は、委員１２名以内で組織する。 
２ 委員は、国土交通大臣よりボートピア梅田の設置確認を受けるため必要で
あった地元同意の取得範囲の連合振興町会より推薦された者及び学識経験を
有する者その他区長が適当と認める者のうちから区長が委嘱する。 

 
（会長） 
第４条 検討会議に会長を置き、委員のうちから区長が選任する。 
２ 会長は、検討会議を代表し、議事その他の会務を総理する。 
３ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代

理する。 
 
（招集及び議事） 
第５条 検討会議は、区長が招集する。 
２ 検討会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができな
い。 

３ 検討会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の
決するところによる。 

 
（関係者の出席等） 
第６条 検討会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その
意見又は説明を聴くことができる。 

 
（開催期間） 
第７条 検討会議の開催期間は、令和８年３月３１日までとする。 
 
（専門部会） 
第８条 専門的な意見交換を行うことにより、効果的かつ効率的な検討会議の
議論に資するため、検討会議の部会として、第３条第２項に基づき区長が委
嘱した学識経験を有する者で組織する専門部会を開催する。 

２ 専門部会の運営については、第４条から第７条までの規定の例により行う。 
 



（庶務） 
第９条 検討会議及び専門部会の庶務は、北区役所において処理する。 
 
（施行の細目） 
第 10条 この要綱の施行について必要な事項は、会長が定める。 
 
   附 則 
 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 
 

附 則 
 この要綱は、平成２８年１０月１日から施行する。 
 

附 則 
 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 
 

附 則 
 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 
 

附 則 
 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 
 

附 則 
 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
 

附 則 
 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
 

附 則 
 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 
 

附 則 
 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 
 

附 則 
 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
 

附 則 
 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 
 


